
大田市告示第９３号 

 

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により地縁による団体

の告示事項について、変更の届出があったので同法第２６０条の２

第１０項の規定により告示する。 

 

 

   令和７年４月１５日 

 

 

                  大田市長 楫 野 弘 和 

 

 

 

１、地縁による団体の名称    さつか団地自治会 

 

２、変更内容 

 

「（５）代表者氏名 島林見利」を 

「（５）代表者氏名 竹中藤夫」に変更する。 

 

 「（６）代表者住所 大田市久手町刺鹿８１５番地」を 

「（６）代表者住所 大田市久手町刺鹿８１０番地１１」に 

変更する。 


